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ことの始まりは4 半世紀にわたって付き合いのあったV U 2 R B I との久し

ぶりのアイボールQ S O からです。

先ず始めはT h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  A m a t e u r  R a d i o ( N I A R ) 主催による

H a m f e s t - 2 0 0 7 の準備でした。

そしてH a m f e s t は2 0 0 7 年1 月1 5 日～1 7 日の3 日間、L a k s h a d w e e p  I s l a n d s
のK a d m a t 島で開催されました。

これに参加する海外のアマチュア無線家に対して1 月 1 5 日 ̃ 2 5 日の間

に特別局V U 7 R G の運用がインド政府より許可されました。

海外からの参加者3 3 名が3 島（A g a t t i ,  B a n g a r a m ,  K a d m a t ）から同じコー

ルサインで運用しました。アマチュア無線家であった故 R a j i v  G a n d h i 首
相（V U 2 R G ）に因んだインドにとっては特別のコールサインです。

H a m f e s t 直前になって申請をしていたインドの無線家だけによる特別局

V U 7 M Y がM i n i c o y 島から運用されることになりました。

L a k s h a d w e e p 諸島からの運用許可をもらう事は、インドのハムにとっても

非常に難しく今回の許可を得るに当たり、N I A R の長期にわたるインド

政府との交渉がありました。
2 0 0 6 年 4 月にH a m f e s t - 2 0 0 6 がアンダマン島で開催され、その時にV U 4
A N という特別局で海外のアマチュア無線家がオン．エアーした時に多

くの政府関係者が参列し、アマチュア無線をインド政府や国民へのア
ピールも、今回の許可の大きな要因になったと思われます。
しかしアンダマン島とL a k s h a d w e e p 島との違いもあり、許可をもらうまで

には、大きな困難がありました。
一般的にいわれているD X ぺディションとは少し趣の違う形での許可を

受けなければならず、その違いを理解するのに参加者自身も少し戸
惑ったかもしれません。
2 0 0 6 年の8 月にI A C という委員会が作られ、その中の3 名がN I A R の会

長 V U 2 M Y ,  V U 2 R B I 等と共にインド政府の関係機関を2 日間訪れ、申

請書の提出や、何故 L a k s h a d w e e p 島からの運用を望んでいるのかを何

人もの関係者に説明しまた。しかしどうしても理解してもらえない部署も
あり、丁寧な説明の末に、やっと2 0 0 7 年1 月の許可が下りました。

これがV U 7 R G への第一歩でした。

その後、多くの部署での許可が必要であるためにN I A R は関係各省を

回り、それぞれから2 0 0 6 年 1 0 月にようやく許可をもらえた見通しがつき

ました。
その間、インド政府内でもこのコンベンションやアマチュア無線へ対し
て、大きな理解を示してくれる担当者も多く出てきて少しづつ前進して
いきました。
最終的にインド政府関係者の大きなバックアップによってこのH a m f e s t
を開催することができました。
その間に海外からの参加者は多くの書類の提出を求められました。諸
般の事情で2 0 0 6 年 1 2 月に変更されたものの再度当初の通り2 0 0 7 年 1
月の開催となり、いろいろな面で参加者自身も多少混乱した時期もあり
ましたが、最終的に海外からの参加者は3 3 名となりましたが、当初の予

定通り3 島からの運用が無事に行われたのは、I A C とN I A R の強い結束

によるもであったと思います。
結束によるもであったと思います。



運用した3 島はかなり離れていて、勿論定期便などなく、チャーターした船で

の移動なので他の島に行く事は簡単には出来ない状況でした。
3 島はそれぞれに特徴があり、我々が運用したB a n g a r a m は無線運用地として

は、一番条件が良くなかったのではないかと思われますが、珊瑚礁の美しい
海と白い砂浜のこの島は、自然をとても大切にしている別世界のような所でし
た。
2 0 0 6 年の1 0 月に一度 N I A R のメンバーと下見に訪れていたので、運用条件と

しては他の島より問題があることは判っていたのだが、ここは故 R a j i v  G a n d h i  
縁の地とのことでインド政府が許可を与えたこの島からの運用を決断しまし
た。2 0 0 6 年 1 2 月半ばに主なリグやアンテナ等装備一式をインドに向けて送っ

たのに、私たちが島へ到着した時点では、その荷物が着いておらず手荷物
として持参したもので1 月1 5 日の運用をスタートしました。

当初よりV U 7 R G は" ワン. チーム" であるとの言葉が最後まで貫かれ、運用終了

後 C o c h i n で参加者全員が集まったミーティングで聞かれ " 素晴らしいチーム

だった" と全参加者が

言いましたが、特に4 5 回のD X  P e d i を経験しているK 4 U E E  が今回のが一番よ

かった言ったことは印象的でした。
現地へはインド本土のC o c h i n から一番目の島、K a d m a t 島の沖合いに到着

し、次にA g a t t i 島に行き、我々の運用したB a n g a r a m 島へは更にA g a t t i から小

船で約2 時間かかりC o c h i n を出てから到着まで約2 7 ～8 時間かかりました
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B a n g a r a m チームは直前になって当初の予定をかなり変更しなければ

ならなくなり、最終的には、Y L 2 人とO M 2 人の計 4 名での運用となりまし

た。アンテナの設営時には、島で働いている人に合間をみて手伝って
もらって、ようやく持参した八木アンテナを建て本格的に運用を始めた
のは1 月1 6 日の午後でした。I C 7 5 6 プロとF T 1 0 0 0 M P  M A R K Ⅴを使用し

ましたが人員等の関係で、一人での運用が主になってしまいました。
ソーラーバッテリーによる電源の供給には注意を必要とし、突然の停電
もありエアコンは勿論、T V も電話もない場所での滞在は、多少ストレス

が溜まったようにも思いました。
コンディションの把握はしていたのですが、その日によって大きく変動
する日々が続き、バンド状況の把握が非常に難しく思いました。

アンテナはビームの他に、G 5 R V を初め何本かのワイヤーをコ

コナツ椰の木に上げて運用しました。
コンディション等の関係でやはりJ A 向けの時間が多くビームア

ンテナでの運用がメインでした。
今回特に感じたことは、バンドによってはE U とJ A が同時に開

け、J A にビームを向けていてもE U の信号がとても強力に入感

することがありました。
W に対しては、各バンド共開ける時間帯が短くQ S O が少な

かったのが印象的でした。 それに比べ、E U 各国のパイルアッ

プは途切れる事がなく、ヨーロッパのハム人口の多さを再確
認した思いでした。Q S O 数やその他の詳細なデータについて

はV U 7 R G のH P をご覧下さい。

このH a m f e s t の開催はV U 2 S O N ( S o n i a  G a n d h i ) V U 2 D M K ( D a y a n i d h i  M a r a n 大臣) を始め政府関係者のサポートによって実現し、H a m f e s t 行事

の一環として無線局を運用することになり、海外からの参加者に運用許可が下りたという少し特殊な事情を理解していただきたく思います。
多くの方のご協力、そして世界中からの沢山の方とのQ S O 等のお陰で、V U 7 R G が素晴らしい成果で終わることができた事に感謝いたしま

す。
このH a m f e s t に参加した事によって時を同じくし、同じ経験をした参加者はその思い出をいつまでも忘れないと思います。

我々メンバーがたったの4 名の弱小チームでしかもY L ２名、半病人の小生という構成ながら、準備段階から全ての行事に参加した唯一の

チームであったことを誇りに感じています。

「O s a k a  -  S a n  F r a n c i s c o  S i s t e r  C i t y  2 0 t h  A n n i v e r s a r y  A w a r d 」

この3 0 年前のアワードをお持ちの方は多く、決して珍しいものでは

ありませんが、ちょうど今年 2 0 0 7 年が大阪とサンフランシスコの姉

妹都市締結 5 0 周年に当たり、各地で色んな行事が行われ、また

計画されていますので、引っ張り出してきたものです。クラスはB で

すので難しいルールではなかったと思いますが、このアワードを受
領した1 9 7 8 年に転勤でアメリカに赴任したものですから、私にとっ

てはアメリカ赴任前の最後の思い出の1 枚です。

｢T h e  R o y a l  O r d e r  o f  t h e  W o u f f  H o n g  ( R O W H ) ｣
これはアワードというより会員証なのですが、日本では多分珍しいも
のと思いますので紹介したいと思います。W o u f f  H o n g  ( ウッフンに近

い発音をしていたと思います ) は図の上方真ん中にある奇妙な形をし

た木製の道具です。これは何かを白状させる時に指を詰めて( 切り落

とすのではありません) 攻める道具と聞いていますが、なぜかアメリカ

の古い無線のシャックに飾ってあることがあります。これは1 9 8 2 年のA
R R L のコンベンションに参加したとき、真夜中に何か行事があるという

のである一室に出かけてみました。やがて奇妙な牧師のような衣装を
まとった何人かがお祈りを唱え、参加した一人づつにアマチュア無線
を愛しルールを守って運用するか( 詳細は忘れましたが) とそれを誓わ

せ、うなずくと、メンバーになった証拠にとメンバー間の握手の方法
と、その時唱える呪文を教えてくれました。そして発行してくれたのが
この会員証なのです。アメリカならではのユーモアのある行事ではあ
りませんか。



世界遺産としての高野山
－宗教環境都市の景観－

高野町長 後 藤 太 栄/ ＪＨ３ＧＡＨ
・『遺産』という誤解
　以前から主張していることであるが、『世界遺産条約』に" 遺産 " と
いう訳語が使われているために生じる誤解がある。" 遺産 " という単

語には過去の遺物というイメージが重なるからである。世界遺産の
理念は過去の遺物のリスト化ではなく、人類普遍の価値観の共有
にある。また、文化財など形ある" モノ" のリスト化とも捉える傾向もあ

るが、決してそうではなく、その" モノ" とその" モノが存在する条件

や状況" とが両立しての所謂『普遍的価値』のリスト化である。

　高野などの登録地域にはそれぞれの成立条件や存在意義があ
る。高野は言うまでもなく弘法大師空海のご誓願に基づいて成立
し持続してきた。その根元的な意味合いは千二百年を経過した今
もまったく変わりがない。そのことを再確認するだけで我々が成す
べき事が見えてくる。
　過去の遺物をリストにすることが世界遺産登録の目的ではないと
するなら、世界遺産に登録された地域は何をすべきなのか、特に
景観に関して私の考えを述べてみたい。

・宗教環境都市とは
　現在、高野町は『宗教環境都市』をコンセプトとして行政を行って
いる。ここで云う" 環境 " とは水や空気などの自然環境だけを意味

するのではなく、人と人、人とモノ、人と自然、そしてモノと自然との
関係性も含めた意味で使っている。
　つまり高野は開創当時からそれらの関係性の中で存在してきた
町であり、それが高野の普遍的価値だと云っても過言ではない。
　この町で建造物を所有し管理する者は個人であれ組織であれ
「建物は個人（組織）の所有物だが、景観は公のものである」と強く
認識する必要がある。
　なぜならば、高野の風情と存在価値を維持してきた" 環境 " を構

成する大きな要素である景観に配慮することが、高野の普遍的価
値を維持してゆく為には不可欠であると考えるからである。

・木造建築物観の変化
　木造の建物に対する日本人の価値観は戦後急速に変化した。
木造建築のデメリットばかりが強調され、その結果、生活文化の必
然として日本全土で培われたきた建築技法が著しく軽視されるよう
になってしまった。気候の変化やライフスタイルの変化による非木
造化への緩やかな移行であるならば、現在のような街並みにはな

っていなかったであろう。明らかに日本国民全体が支持した国の
近代化の方向性に同調した結果に見える。それでも他の町や地
域と比べると本来の存在意義に叶った町へ回帰することは容易だ
と感じている。

・高野におけるS t r a t e g i c  V i e w
　西洋にはS t r a t e g i c  V i e w という考え方があるらしい。それは戦略

的眺望とでも訳せばいいのだろうか。たとえばロンドンではセント
ポール寺院とビッグベンが同時に見えなければならないらしい。そ
れを阻害するものは人工物であれ、自然物であれ一定のルール
で排除するという。
　高野にも戦略的眺望は必要かも知れない。というのは眺望という
意味では壇上伽藍にそびえる根本大塔は山内（境内）のあらゆる
場所から見えることが、宗教的な観点からも必要ではないだろう
か。また、六時の鐘の鐘の音が条件によって、現在でも希に一の
橋あたりで聞くことができるが、ほとんどの場合は木々や建物に遮
られ、その上都市型の騒音があるため聞こえない。
　成長し過ぎた木々を間引いたり、戦略的に建物や自然物を配
置、構築することが今後必要だと感じている。あらゆる手段と英知
を結集して連続的な街並みを再構築し、その上で静寂な境内を
取り戻すことが、結果としてあらゆる職種の住民の利益にもつなが
ると確信している。

・建築不自由の原則
　西洋は建築不自由の原則であり、日本は建築自由の原則だと云
われている。
　日本人の民族性から原則的に建築は自由であっても、連続的で
協調性に満ちた街並みをステークホルダーの合意の元で形成す
る、という概念が欠落してしまった今、山内（境内）においては建築
不自由の原則という概念の導入も視野に入れねばならないであろ
う。
　具体的には聖なる部分は本山の山規で、俗なる部分は町条例
で戦略的に" 世界遺産としての景観 " を再構築していくムード作りを

急ぐべきである。
　また、国の景観法の指定を受け、積極的に街並みの再生に取り
組む方法も一案であろうが、最も大切なことは" 世界遺産としての

景観 " が" 聖地としての景観 " と完全に一致することを理解すること

である。
　高野を訪れる者、住む者、すべてに利益のある高野式 S t r a t e g i c  
V i e w の構築を急ぎたい。

 電線類の地下埋設も高野に於けるS t r a t e g i c  V i e w  か・・・


